
　　　　　令和4年10月27日（木）午後1時30分から午後2時00分まで、隠岐の島町役場3階301会議室に招集した。

１．　出席委員

１番 ２番 齋 藤 律 子 ３番 佐 々 木 眞 憲 ４番 高 橋 フ サ 子 ５番 藤 野 裕 之

６番 ７番 村 上 義 成 ８番 八 幡 幸 春

　 　 　

２．　欠席委員

３．　事務局出席者

事務局

４．　提出議案

１．

２．

３．

４． 議事録署名委員の指名  （５番　藤野　裕之　委員）（６番　村上　淳一　委員）

５．

６． （1件）

７． （1件）

８． （1件）

９．

１０．

空家に付随する農地の別段面積の設定について

会 長 あ い さ つ

会 期 決 定 令和４年１０月 ２７日　本日限り

議 第 2 号 農地法第３条の規定による許可申請について

令和4年度第7回隠岐の島町農業委員会総会議事録

村 上 淳 一

井 澤 健

齋藤　健大上川　清 渡邊　守河北　尚夫

議 第 3 号

委 員 着 席

開 会 宣 告

閉 会 宣 言

議 第 1 号

委員　８名中 ８名 出席

農地法第５条第１項の規定による許可申請について

そ の 他



５．　議事内容

事 務 局 ：

会 長 ：

事 務 局 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

事 務 局 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

事 務 局 ：

日程２の開会宣言ですが、本日は８名中８名の出席となっておりますので、この会は成立となります。

只今の案件につきまして、何か質問はございませんか。

続いて日程７、議第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」１件ありますので、事務局から説明をお願いします。

＜議第２号について説明＞

只今の案件につきまして、何か質問はございませんか。

＜質問、意見なし＞

それでは只今の案件につきまして、賛成の方は挙手をお願いします。

全員挙手＜全委員賛成＞

＜質問、意見なし＞

只今から令和４年度第７回隠岐の島町農業委員会総会を開催いたします。

続きまして、日程３の会長挨拶をお願いします。

ございませんでしたので来月開催されます、「常設審議委員会」に諮ることとなりました。

さて、本日はご案内いたしました案件について十分にご審議いただきますようお願い申し上げまして挨拶に代えさせて頂きます。

布施地区の農地が申請されております。

岬地区の農地が申請されております。申請者は農業経営拡大のために農地を取得するものです。

続いて日程８、議第３号「農地法第5条第１項の規定による許可申請について」１件ありますので、事務局から説明をお願いします。

＜議第３号について説明＞

全員挙手＜全委員賛成＞

それでは只今の案件につきまして、賛成の方は挙手をお願いします。

本日は秋の農作業でお忙しい中を出席いただきありがとうございます。

農家の皆さんの秋の収穫も順調に進み、一段落といったところではないかと思います。

続いて日程６、議第１号「空き家に付随する農地の別段面積の設定について」１件ありますので事務局から説明をお願いします。

＜議第１号について説明＞

今年は例年のような大きな災害もなく、比較的安定した１年ではなかったかと思うところです。

先月の４条申請の案件について、１０月１２日に県農業会議の現地確認が行われました。特に指摘を受けることも



議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

以上の通り会議の次第に相違ないことを証するため、ここに署名する。

（総会閉会　午後2時00分）

隠岐の島町農業委員会会長

　 隠岐の島町農業委員会委員

隠岐の島町農業委員会委員

令和4年10月27日

議案については以上となりますが、他になにかありますか。

無いようですので、以上で本日の総会を終了します。ありがとうございました。

それでは只今の案件につきまして、賛成の方は挙手をお願いします。

＜質問、意見なし＞

只今の案件につきまして、何か質問はございませんか。

都万地区の農地が申請されております。隣接する住宅を購入するにあたり、駐車場へ転用されるものです。

全員挙手＜全委員賛成＞


